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拘ることなく堤防天端に至るまで、考えられるすべての補強対策を施すことが重要と考

える（以前国交省も三重県雲出川でこうした対策を施工しかけたが、中止してしまっ

た）。景観や自然環境にも留意した破堤しにくい堤防を造る技術は色々と開発されてい

るので積極的に検討すべきである。 

 

意見書３. 床止め工と付属する魚道の改造 

 

  整備計画原案では、１，２号床止めの撤去を上げているが、床止め工のうち落差工と

その上流側のブロックを撤去すれば、水叩き（rear apron)は洗掘防止に役立つので、

撤去の必要はないと考える。落差工を撤去すればこの部分は下流に向けて緩やかな

1m の落差となる。1 号床止めより下流は上流側と比べて堆砂も少ないのではないか。ま

た上流の床止めも同様に処置すれば上流側に堆積している土砂は一度に完全に除去

しなくても小規模洪水の都度、少しずつ減少して行くと思われる。 

  現在床止めに付属する下流側に突き出した魚道は、魚類、特に回遊魚の専門家から

見れば魚類の遡上を著しく阻害しているという意見が多い。落差工を撤去したときに魚

道は専門家の意見を入れて改造すべきである。 

 

 

質問 潮止堰の撤去について 

 第 55 回武庫川流域委員会での潮止堰の撤去に関する私の発言について、第 56 回流

域委員会では、河川管理者側より｢潮止堰の撤去については、前記流域委員会で唐突に

発言したものでなく、それまでの運営委員会等でも発言している」旨のコメントがありました

が、55 回委員会議事録（案）を読むと、潮止堰の撤去については私以外に３名の委員から

も、堰撤去については、既定方針との印象を持っていなかったような発言となっていました。

（議事録案 P.66.L25～P69.L.6） 

 また国交省の同意を得た武庫川水系河川整備基本方針の（４）①河川の維持管理の項

には「洪水調節施設、堤防、床止め、潮止堰、樋門等の河川管理施設の機能維持につい

ては、巡視、点検維持補修、機能化改善等を計画的に行うことにより、常に良好な状態を

保持しつつ、効率的･効果的な施設管理を行う。」と書かれており、潮止堰を撤去するとは

書かれていません。また、第５５回流域委員会資料５-１「河川整備計画（原案）の概要」４頁

上段の説明では、河川整備計画は何度かに分けて実行した結果、河川整備基本方針に

到達するように書かれています。初回の整備計画で潮止堰を撤去する方針を示したこと

は、この計画が河川整備基本方針の同意を国交省に求めた段階では考慮していなかった

ことを示すと考えます。基本方針は法定文書として登録されると聞いていますが、その内容

を変更するような整備計画の策定は両者の間に矛盾があると思われます。特に問題はない

のですか。（念のために申し添えますが、私は潮止堰の撤去は非常によい提案だと思って

います。） 
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武庫川流域委員会 各位 

委員長 松本 誠 様 

平成 22 年 2 月 16 日 

委員 佐々木礼子 

意 見 書 

第 55・56 回武庫川流域委員会において武庫川企画調整課から公表された武庫川水系河川整備計画に

ついて、第 95 回武庫川流域委員会・運営委員会において出された 7 つの分類項目に沿って以下の意

見、および質問を出しますのでよろしくご検討下さい。 

① 整備計画（原案）総合治水推進計画（県原案）の位置づけに関すること 

【総合治水推進計画と流域委員会について】…⑥推進体制に関すること に分類されるかもしれません 

＜意 見＞ 

・流域委員会の提言書に基づいて策定された河川整備基本方針から派生して同じように総合治水を目

指す目的で出された河川整備計画と総合治水推進計画であるが、総合治水推進計画に限っては、委

員会の目の届かないところで総合治水の推進に関わる協議が行なわれ、計画が進められています。

「減災対策推進方策（案）」は提言書や基本方針を基に減災対策検討会議を開催した上で策定されて

はいますが、その先の考え方が齟齬なくスムーズに推進会議に伝わり、推進の計画が進められつつ

あるのか懸念されます。 

＜質 問＞ 

・流域委員会もしくはフォローアップ委員会のような、現流域委員会に関わる機関がどのように介入

していけるのか、説明を要請します。 

【整備計画を段階的に考えるということについて】…③流量配分に関すること にも分類される 

＜意 見＞ 

整備計画全体の考え方について述べます。これまでの一般的な整備計画は、ハードな河川施設計画

を段階的に整備していくものでした。その考え方では、第 55 回流域委員会で説明された「段階的に

安全度の向上を図るイメージ図」がしっくり当てはまると思います。しかし、武庫川の場合は、総合

治水型の整備計画です。総合治水型の整備計画とは、ハードな河川施設とソフトな計画のコラボレー

ションにより、今後さらに激化するといわれる雨、洪水に対応すべく、太陽政策的な考え方で超長期

におよぶ大きな基本高水達成の実現を目指して着々と整備計画を進めていくことにあると考えます。 

しかし、第 55 回流域委員会での説明では、10 年というラインがあちこちに登場しました。今期の

整備計画では、佐用のような事態を回避するために河床掘削に専念するというイメージで、それは非

常に素晴しいことであると考えます。しかし一方で、20 年の整備計画に 10 年の前置きを一区切りと

考え、工事実施に 10 年かかるというこということでの判断で、今期には全く取り上げない、となる

と、30 年かかる事業は、次期整備計画が 30 年となった場合に限り 20 年後からの検討になり完成は

50 年後、40 年かかる事業に至ってはいつまで経っても遡上に挙げられないことになります。 

10 年一区切りにこだわっての整備計画の検討では永久に目標とする総合治水が完了しないのでは

ないかと懸念します。一つの事業に加担することなくさまざまな対策をバランスよく計画し、計画達

成年度が短期(1 期で完了可能な整備計画)、中期（2 期を要する整備計画）、長期（2 期以上を要する

整備計画）に仕分けて全体像を考え、それぞれの事業を並列的に実行することを考慮した上で、今期
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の整備計画を組んでいく作業が必要であると考えます。 

 

これまでの一般的な整備計画  ⇒ ハードな河川施設計画を段階的に着々と整備していく 

 

 

 

 

総合治水型の整備計画  ⇒ 包括的にハードとソフトをコラボレーションし太陽政策的進め方 

⇒大きな時間を要す(超長期) 

 

 

 

 

 

 

 

当初の県の考えのように大きなものを中心に据え、時間をかけて段階的に周辺を固めていく、まさ

に「ローマは一日にして成らず」であり、達成に至るまでの超過洪水はどうするのか、そのために減

災対策「逃げる」があると考えます。ここでいう「大きなもの」とは、かつては新規ダムでしたが、

今はそれに代わって河床掘削のようですが、1 つの対策のみに集中するのは異常な豪雨を考えると危

険性があると考えらます。その意味で青野ダムがあるものと思われますが、それでも河道への上流域

の負担はかなりのものであると考えます。上流域の自然環境も配慮した上で、もう少し千苅ダムや上

流自然遊水地としての水田などにも分担し「段階的に周辺を固める」ことを考えることを提案します。 

② 整備目標に関すること 

上流から下流まで一環して戦後 大を 20 年でクリアすることは素晴しい意気込みであると考えま

す。しかし、20 年という縛りの中で効果量の確実な河床掘削にかけることは、上流域や支流の環境へ

の配慮が欠けることになるのではないでしょうか。下流域は河川幅も広く、天井川としてかなりの堆

積があることから、多少の掘削は都市河川ゾーンとして許容の範囲であると考えます。しかし、上流

では、上流の武庫川流域らしさを配慮した計画であることを望みます。 

 

短期・中期・長期を並行させる多段階型の整備計画により密度の濃い整備計画達成、佐用の再来を回避

第１期整備計画 

第 2期整備計画 

第 3期整備計画 

20 年の施設整備計画 

整備に中長期を要する施設（千苅ダム等） 

整備に長期を要する施設（用途地域規制・補助スーパー堤防や鉄橋架け替え,密集市街地整備等）

2～30 年の施設整備計画計画

基本高水は果たして達成可能か？ピンポイント型の豪雨に対応できるのか？ 

2～30 年の施設整備計画計画

第 2期整備計画 第 3期整備計画第 1期整備計画 
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③ 流量配分に関すること 

1. 既存施設の危機管理について 

＜意 見＞ 

① 例えば整備計画原案で指し示された青野ダムは、利水に対するリスクマネジメント（事前にリ

スクを管理）のみに重点を置いた計画であるように思われます。利水に対して意見を述べるな

ら、治水はクライシス、利水はリスクとして天秤にかけるのではなく、治水も利水も同じレベ

ルでクライシスマネジメント（いよいよ危機が差し迫った場合の管理）としてとらえるべきで

ある。治水の危機で命を落とす可能性はあるが、今の世の中で渇水の危機で不便はあっても命

を落とすことはないと考える。 

② また、青野ダムと河道のコンビネーションによる限界値の説明はありましたが、ダム本体の

クライシスにつながる現況の限界と改築などによる限界などに対する説明がありませんでし

た。50 年後 100 年後の青野ダム安全を見据えたのかどうか。20 年で可能な計画にこだわりす

ぎず、個々の施設が 終的に目指せる可能性の限界を見据えたうえでバランスをもって今期

の整備計画の着地点を流域クライシスマネジメントとして委員会で審議したいと考えていま

した。地球温暖化により増加するといわれるゲリラ豪雨への対応を含め、甚大な被害を回避す

るため、流域全体のクライシスマネジメントとしてのとらえ方が必要であると思います。その

基本として、千苅ダムをはじめ、すべての既存施設において安全性と性能、限界を検証するこ

とであると考えます。そこから、新たな施設を含めてそれぞれの特徴を生かして平常時の流域

環境を配慮した上でバランスよく 適な配分にすることにより、流域のクライシスマネジメン

トを行っていくべきではないかと考えます。 

当初は基本方針に示されたものがこれらの限界値であると考えてきました。しかし、今回の

原案では委員会で把握していた以上の限界が既に河床掘削で示されており、他の施設について

も努力次第で県としての限界は変えられることがわかりました。 

＜質 問＞ 

③ 上記の観点で、それぞれの施設の目指すべき全体像と、限界を整理し、原案の妥当性について

検証することを要請します。 

2. 各対策について 

1) 青野ダムについて 

＜意 見・質 問＞ 

◇ 悪条件下のシナリオによるシミュレーションを検証した上で今期の整備計画のレベルを知る 

・単発的に整備計画を描くのではなく、将来を考えた今期の整備計画ととらえるべきである。 

・提示された原案でも既に検討のうえ、出されたことであるが、河床掘削による河川整備で得

る流下能力のアップと放流量アップなどの組み合わせで将来像としての可能性を描いた上で

今期を考える。⇒ 以下に Case を示す 
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Case1. 青野ダム周辺に局地的なゲリラ豪雨が発生した場合について 

武庫川水系整備計画では累加雨量 80 ㎜以上で 100  /s 以上の放流という説明 

 

ここ数年、時間雨量 100 ㎜を超える局地型ゲリラ豪雨が国内のどこかで年数回発生 

・時間雨量 140 ㎜という雨が岡崎や神奈川、大宰府など各地で発生 

・県内の も身近な佐用川は、時間雨量 90 ㎜、日 大雨量 327 ㎜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

80 ㎜以上 100  /s 以上というラインを基準に考えた場合、仮に前線などによりすでに飽和状態で

ある青野ダム周辺に 140 ㎜の雨が降ったらどのようになるのか。台風前に前線などの降雨により青

野ダムが満杯という状況はありうるのか。 

Ｑ0.青野ダム操作規則第 3 条から出された下流域の安全が確保できる流量を 100  /s 以上とし

ているが、下流域の安全の確保とはどのような条件か詳細の説明を要請したい。 

Ｑ1.内陸部に発生しがちな突発的な局地豪雨を想定 

武庫川本川が平常流量である場合、単位時間当たり何 /s まで安全に放流できるのか。 

Ｑ2.台風や梅雨前線などによる雨雲刺激による豪雨の想定、 

・青野ダム集水域周辺が事前に前線などにより既に飽和状態であり、武庫川本川も増水状態（例

えば平均的な台風で想定）にある場合、単位時間当たり何 /s まで安全に放流できるのか。 

・満杯である可能性がある場合、放流に要する時間と放流口の大きさに問題はないのか。 

Ｑ.3 悪の条件下で時間雨量 140 ㎜の雨が 2 時間降り続いた場合、別途予備放流口などの必要

はないのか。 

2) 2 号床止工について 

＜意 見＞ 

・国道 2 号とのセットによる景観は評価されているものである。下流武庫川における景観の代表

イメージとして景観の側面からも撤去の是非を考える。 

・六甲山系、仁川、逆瀬川などの砂防事業は終了し、土砂生産は激減したとはいえ、23 号台風の

しかし

 

＜ 近の各地における 1時間雨量＞ 

千葉県香取市 153 ㎜  1999 

室戸市    149 ㎜  2006 

岡崎市    146.5 ㎜ 2008.8

神奈川県西部 140 ㎜  2008.8

140 ㎜の雨がスコール的に頻発化することも想定し、140 ㎜のラインも

検証、理解した上で 80㎜ラインの整備を実施 
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際には想定外の粒径の土砂が多く堆積した。ゲリラ豪雨などを考えると、2 号床止工は完全撤去

するのではなく、魚類が遡上できる形に改築することを提案したい。 

・地球温暖化による今後の海水面上昇から、満潮時の潮止堰の撤去に伴う地下水への塩害を考慮

し、2 号床を残し、改築する。3 号床止工の撤去を検討する。5 号床止工は必要かも併せて検討。 

3）上流および支流の河川改修について 

＜意 見＞ 

河川幅の狭い上流部や支川の河床掘削は、ポンチ絵にみお筋創出の断面イメージがあったが、

実際に目の当たりにすると 1：2 の勾配は断崖絶壁に近い勾配であり、水と親しむことからは一

歩遠ざかる改修である。また、実際にみお筋はかなり低い位置に形成され、河川の方位によっ

ては日影時間が問題となり、生物の生息環境が今とは異なるものになる可能性がある。 

(駐車場の車路は 1:10 が建築基準法の限界であるが、視覚的には 45度以上あるかのように見える急勾配である) 

上流域では深く掘り込む都市河川のような改修をせず、河床掘削を軽減し、本川上流では自然

に湛水してしまう水田を遊水地としてカウントし、流域面積の大きい羽束川と有馬川を千苅ダ

ムや有馬川合流点への遊水地の検討によって流量配分をコントロールすることを考えるべきで

ある。これこそが、環境、景観を保全し、上流域の特徴である上流武庫川らしさを配慮した基

本方針で言う治水である。 

⇒今期の整備計画では千苅ダムや水田地域の自然湛水も取り込み、分担によって河床掘削を軽減

する可能性を考える 

＜質 問＞ 

平成 8 年の上流域の水害以降、河床掘削の掘り下げのボリュームについて、改修の確率を含め

て地元ではどのようになやり取り、展開があったのか検証したい。 
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武庫川流域委員会 
委員長 松本誠様                   2010/02/14 武庫川流域委員会  

委員 土谷厚子 
 
武庫川水系河川整備計画（原案）に関する質問 
環境対策 
１．武庫川の河口に干潟を再生する計画ですが、兵庫県の海岸には砂浜を再生した方が良

い場所がありますか。 
 
河道掘削 
１．武庫川上流（岩鼻橋から山崎橋）の区間で も浸水被害の大きかった時の浸水箇所を

地図上に示してください。（水田、空き地、家屋の場所がわかるように） 
２．山崎橋より上流に空き地や放棄田があれば地図上に示してください。 
３．河道対策の中上流・支川部の事業費が約 70 億円となっていますが、上流部だけの事業

費（みお筋・瀬・淵等の再生を含む）はいくらですか。 
 
モニタリング  
１．今まで流量データがないために基本高水を流量から検証できなかったので、整備計画

の期間に流量観測をするということですが、何年度からどのような方法で観測するの

ですか。 
 
武庫川水系河川整備計画（原案）に関する意見 
今後の組織体制 
１．武庫川流域総合治水推進協議会に関して 

流域対策と減災対策は計画の段階から流域住民が参画するべきだと思います。 
そこで、次のことを明記してください。 
   ① 審議内容を公開する。 
   ② 傍聴人の発言を認めると共に質問には回答する。 
   ③ 流域住民は当協議会に意見書を提出することができる。 

２．河川整備計画の実施に関して 
河川整備を実施する際に上流から下流までの川全体から見た景観や環境を考慮しなけ

ればいけないので、○○地区○○整備検討会に当該地区の住民だけでなく流域住民が参

加できるようにする。 
   

以上 
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武庫川流域委員会 

 委員長 松本 誠 様 

 

意見書 武庫川水系河川整備計画原案について 

 

2010 年 2月 16 日 

委員 中川芳江 
（2月 24日表記修正） 

 

 

第 55・56 回委員会で県から提示された武庫川水系河川整備計画原案について、以下、

意見書を提出します。本意見書の構成は、意見、質問事項、修文提案、評価点・総括的な

意見の４項から成ります。 

 

１、 意見 
意見要旨を箇条書き（下部は補足説明） 

 

(1) 効果目標の記載 

整備目標（事業量に直結）は記載されているが、目指すべき効果目標の記載がな

い。効果目標を記載する。 

(ア)「段階的な整備の目標」(p33 ほか)の段階的に整備していくのはあくまでも河道

対策や目標整備流量や流域対策の担保量。例えば、整備量が段階的だから超過洪

水で発生するかもしれない死者の数も段階的に減っていくことでよい、というも

のではない。目標とする事業量（アウトプット）は段階的であっても効果（アウ

トカム）は常に基本方針に掲げた通り「壊滅的なダメージを回避する」であるべ

き。そこを間違えてはいけない。 

(イ)上記理由から整備目標の項は、事業量（アウトプット）目標と効果（アウトカ

ム）目標を分けて記述し、効果目標については方針で記載した文章をそのまま記

載する。「想定を超える事態においても第一に人的被害の回避・軽減を図ること、

第二にライフライン等守るべき機能を明確にして防御することにより県民生活や

社会経済活動への深刻なダメージを回避することを目標」とする。この目標は、

河川管理者が県民に果たす目標を明記すべきという委員会審議の結果、県によっ

て追加されたもの。河川対策＋流域対策＋減災対策の三位一体の効果として、上

記目標を果たそうとするのが、方針を受けた今次の整備計画である。たとえ事業

量は段階的であっても、被害をも段階的にしないために減災対策を大きな柱にし

ている。 

(ウ)本質的に整備計画は基本方針に向けた途中段階の目標となるもの。ことさらに重

ねて「途中段階の目標」と、総合的な治水対策の推進の項に明記する意味はない。

段階的な途中であるのは当然。P35 では記載の必要性を感じない。 
 
(2) 既往浸水地（武田尾・生瀬地区）の再度災害防止対策 

既往浸水地（武田尾地区・生瀬地区左岸）の減災対策重点化の追記 

新規ダムが整備計画に位置づけられないことで、例えば武田尾地区は 長 20 年

間は、新規ダムのための移転交渉に悩む必要はなくなった。一方、新規ダムは方

針での 910m3/s の確保のための選択肢として残されたままでもあり、住民から見

ればダム計画は消えていない。武田尾地区は河川計画上ハイリスク地であること

に変わりはなく、再度災害防止の観点から、武田尾地区の現住民が河川整備と平

行して今後の住まい方の転換を考える手掛かりを提供する（減災対策の重点化）
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ことは必要ではないか。管理者・住民双方の努力が不足すれば再度災害のリスク

が高い。生瀬地区も新規ダムは関係ないが同様。 
 

 
(3) 掘込区間の護岸リスクの扱い 

堀込区間では余裕高を使って流れる計画であるため、護岸強度のリスク認識を明記 

堀込区間は余裕高を使って流れる計画になっているが、流れるか否かは護岸強度

に依存する。護岸の補強（特に民有護岸）はどのように取り扱う（考える）のか。

事業量的にできないという判断も当然あり得、であれば、潜在リスクは計画上お

よび周辺住民にわかるようにしておくべきではないか。なお、国において掘込区

間での余裕高を計画上見込んでよいとされていることは、特に武庫川においては

現実的対応として理解する。 

 

(4) 堤防強化 

堤防強化推進における課題を明記し、解決に向けた方向性を記す 

説明を総合すれば、堤防強化推進における課題は、①付近住民との景観上の合意

形成、②対越水型の堤防強化技術の未確立にある。２点とも河川管理者のみの努

力で解決を見るものではないため、課題共有のために計画に課題を明記し

（p17）、今次計画では解決の方向性を示す (p46)。 
 
(5) 防災調整池の設置基準強化 

防災調整地の県設置基準の強化（流域独自規制の新設） 

各市が県の要綱を上回る規制を持っているため要綱の改定を要しない、とされる

が、各市の規制は地方分権のもと各市独自の判断で緩和できる（例：尼崎市は工

場立地法の工場緑地義務規制を独自に規制緩和した）。そのような規制に県が依

存することは認められない。現在は、偶然各市基準が上回っているにすぎず、県

は県として要綱自体を規制側に改定すべき。（p51、推進計画 p6）。 

県一律の要綱であるため規制が困難という課題に対しては、以下の方法で武庫川

水系独自での対応が可能（第 3回減災対策検討会で提案済）。 

 (a) 防災調整池設置要綱の改訂 

現行要綱の第 5条に「整備計画」または「流域整備計画」の適用を明記する 

(b)「武庫川流域整備計画」での規制 

「整備計画」または「流域整備計画」で具体的な規制内容を検討、明記する。 

恒久化の根拠もここに明記する。 

なお、根拠の立論や私有財産への規制への考え方については提言までに提案済み

のため割愛。 

 

(6) 防災調整池の恒久化 

防災調整地の恒久化・管理移管の明記または方向性明記 

(5)と同様の手法で、「整備計画」または「流域整備計画」での記載によって恒

久化の根拠を持たせる。規制根拠の立論や私有財産への規制への考え方について

は提言までに提案済みのため割愛。 

防災調整地の恒久化、管理移管を今後の検討課題とするなら、 低限、計画上に

具体的な検討方向を示すべき。 

更に、埋めてしまった防災調整池の扱いはどう考えるのか。（推進計画 p6とも

関連） 

 

(7) 土地利用規制誘導の明記 
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土地利用の規制誘導を明記する 

減災対策の「備える」の項、「土地利用の規制を目指す」を明記。 低限でも

「土地利用の誘導」は明記すべき（p52、推進計画 p9） 

 

(8) 減災対策における情報提供の留意 

住民感覚に即した情報提供に留意、を追記 

上流部での改修、遊水地・流域対策・予備放流によって、より下流側では住民が

経験的に感じる「水の出方」が変化する可能性がある。特にハイリスク地では、

住民の水の出方への知覚（認識）はそのまま避難行動の契機につながるため、住

民の洪水認知の視点で、住民感覚に即した情報提供に留意するべき。この点を、

推進計画 p8 河川情報の伝達の項に追記する。（もしも整備の進捗（例えば遊水

地完成など）とリンクするのであれば、整備進捗に合わせて情報提供するなどの

点にも考慮する必要があろう） 
 
(9) 環境２原則－代償措置の扱い明記 

代償措置実施と代償措置の永続性担保を明記する 

環境の項（p55-60）、河川整備における代償措置は重要。代償措置の永続性担保

を記載し、実施を明記する。河川整備による環境影響が永続的である限り代償措

置も永続性が担保されなければならない。逆に言えば、代償措置の実施と永続性

が担保されることを条件に環境影響を伴う河川整備が許容される。 

 

(10) 環境２原則－リファレンス設定 

武庫川上流域で河川環境を永続的に残しておく区間の設置を明記できないか 

武庫川上流域は、特殊な河川環境が良好な状態で残されている。良好な河川環境

を永続的に残しておく区間（環境参照地、リファレンス）を設けられないか。現

時点で区間設定が困難であれば、せめて区間設定のための方向性を明記できない

か（設置にあたっては専門家による検討が必要）。 
＊環境２原則を実現させていくためには、良好な自然環境との乖離度は重要な手

掛かりになる。全区間を河川改修すると武庫川からリファレンスが失われてしま

うことになる。現実的には治水上の許容度とのバランスでしか設定できないが、

「全県的に良好な河川環境」であるなら、県全体のリファレンスとして位置づけ

て確保する意義もある。 
 

(11) 環境２原則－整備検討委員会機能の再検討 

環境２原則を実現するしくみとしての整備検討委員会機能の再検討 

環境２原則を支川で実現する担保はどこで確保するのか。支川整備で地元住民の

要望で５面張りになっている事例が流域内にある。○○地区●●整備検討委員会

は従来から県が採用している方式との説明であったが、これで２原則がまもれる

のか。地区住民との合意形成は重要であるが、支川で２原則をまもる仕組みが整

備検討委員会にしかない限り、住民要望に応じることが前提では担保されない。

検討会に参加する地区住民（多くの場合自治会長等）が住民の多様な意見を代表

しているわけではないことにも注意を要する。 低限、検討会を情報公開し地区

住民以外が意見を出せる機会を保障する必要がある。 
 
(12) 河川利用－下流高水敷改修に向けた合意形成の促進 

河川利用の項に下流高水敷改修に向けた合意形成の促進を明記 
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河川利用の項（p61）は、下流域に関して河川整備で指摘した課題と完全に矛盾

している。現状の利用状況や景観から考えれば、今後 20 年かけて、高水敷の切

下げ方向（つまり利用は低減する方向）で利用者（近隣住民、公園利用者）との

合意形成が必要。「多様な要請に応えられるように努める」のでは方向が逆で間

違っている。過去に多様な要請に応えてきたために簡単に改修できない現状があ

る。今次計画では合意形成の不足から河川利用を優先した判断をしたのであり、

次期に向けても河川利用を促進する方向では、高水敷切り下げは永遠に不可能。

「河川の自然環境と治水が調和する賢明な河川利用の方向に転換する。具体的に

は下流高水敷改修に向けた合意形成の促進」を明記すべき。 

近隣の淀川、猪名川でも高水敷利用と河川整備が衝突していることを参考に、適

正化を図るために利用者等の公開協議の場設定を記載してはどうか。 
 
(13) 河川利用－自然公園的利用の促進 

再生する干潟などの利用方向性は自然公園的利用の方向性で 

河川にふれあえる場の創出は、低水護岸まで構造物で整備した都市公園的利用で

はなく、構造物で整備しない自然公園的利用で十分に果たせる。特に、河口域に

創出される干潟は自然環境を第一の目的として創出するのであり、人間の親水空

間造成が目的ではないことを十分に踏まえるべき。河口域は、干潟の創出と同時

に堆積土砂の維持管理も必要なことから、提言の「川は川のために使う」（河川

区域内を人間の利活用を優先させるのではなく川の自然・流下のために使わせる

ことを優先させる）文言を盛り込めないか。 
 

(14) 次期整備計画の検討準備方向の再検討 

次期計画に向けた整備方向をダム限定としない 

次期計画に向けて検討すべき本質的課題は、洪水が大規模化する傾向に対してダ

ムで対応し続けるのかどうかではないのか。洪水大規模化イコールダム優先対策

ではないだろう。今計画では、洪水大規模化に対する武庫川での対策について本

質的な点でダム施設の妥当性についての判断を保留した。今後、次期計画の検討

をしていく際も「ダムを考える」のではない。「洪水大規模化にダムも含めると

してもどう対応するか」を考えるべき。考える命題が間違っている。(p3) 

新規ダム形式（流水型ダム）では、その時点の整備目標に応じた構造を採らざる

を得ず、下流側整備に制約の大きい（例えば高水敷切下げ、引き提）武庫川では、

新規ダムを設けたとしても超過洪水のレベルを劇的に引き上げることは困難。そ

のような河川で取りうる 善策は果たして本川上新規ダムなのか。（島根県益田

川ダムのように下流側河道が方針レベル（1/100 規模）での完成とセットの方針

レベル規模のダム整備は、武庫川では不可能である） 

 

(15) 次期整備計画の検討プロセス 

次期整備計画の検討プロセスの明記 

「洪水調節施設の継続検討」を洪水調節施設の整備の項に記載する意味が不明

（p48）。継続検討すること自体が計画の一部であるのか、それとも次期整備計

画の準備の方向性を表明しているのか。後者（次期整備計画の準備）であるなら、

準備するのは当然である。また、計画期間中に見直しを迫られる事態が発生する

ことも考慮しておくべきは当然である。ことさら新規ダム・千刈ダムだけを抽出

し検討を特記することではない。むしろ次期整備計画（今次計画の期間満了およ

び期間途中のいわゆる”見直し“を含めて）の策定プロセスを、フォローアップ

とは別項を設けて明記すべき内容。その内容は、この十数年間武庫川で県と住民
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が経験してきたプロセスを踏まえたものとすべき。具体的には、 新データを前

提とし（検討の前提となるデータは今次計画整備後の諸データを使用）、重要課

題を検討し（技術的・財政的・社会的・時間的の制約によって今整備計画に採用

できなかったすべての課題を含む課題）、透明性・公開性・機会平等性を確保し、

計画検討プロセス段階からの住民の参画機会を保障する、等。未来の検討枠組み

を必要以上に拘束することは慎みたいが、後任者が再び同じ過ちを繰り返さない

予防措置は必要。記載は、1 箇所（例えば、p65）に集約記載し、混乱と誤解を防

止するため散発的に継続検討や見直しについて記載しない。 
 

(16) フォローアップ機能－整備計画監査委員会（仮称） 

整備計画の進捗状況と課題改善の反映のための整備計画監査委員会（仮称）の設

置 

河川整備計画フォローアップ委員会（仮称）の機能とあり方を明確にすべき。行

政計画のＰＤＣＡ手続き確保のための機能と、いわゆる市民ムーブメント（川に

関わる市民運動）機能は両輪のようにどちらも必要な機能であるが整理して考え

ることが適当と考える。行政計画のＰＤＣＡ手続き確保のための機能には、行政

に対し勧告するくらいの強い位置づけにすべきで、名称も整備計画監査委員会

（仮称）を提案する。特に、環境２原則の適用に伴う様々な課題が出てくると予

想され、これらをＰＤＣＡ手続きの中で拾い上げ修正として反映させるのは整備

計画監査委員会（仮称）の機能。この委員会においては、県、市はそれぞれ管理

者、減災対策推進主体として責任ある対応を求められる。一方、河川啓発イベン

トの開催やまちづくりと連携した“柔らかい”催し開催、行政と市民の協働ムー

ブメント創出推進のようなソフト的役割を持つ市民運動的な機能は、多様な市民

の自発的な発意と参画によって支えられ自由に発展する性格のもので、本質的に

行政とは独立した存在であって行政の関与を受けるものではない。行政計画（整

備計画）上に既定する内容には馴染まないのではないか。 
計画では、行政手続きを規定する整備計画監査委員会（仮称）についてのみ明記

し、後者の市民ムーブメント機能との連携を図ることの記載に留めておくほうが、

市民ムーブメント機能の自由度も向上し発展性も期待できる。 
なお、整備計画監査委員会（仮称）は、当然、透明性・公開性・機会平等性・協

働責任性（議事録公開）を確保する。 
 

後に、今次整備計画策定経過をまったく知らない後任者が引き継いでも、誤解なく理

解し運用できる整備計画になっていることを、通読して確認すること。必要であれば、十

分な補足資料を添付すること。 

 

２、質問事項 
ここでは、補足説明を求めたい点（理解を深めるため、意見のため）を挙げる。 

 

（１） 再度災害防止の観点から、少なくとも計画期間内に、整備計画完成時にでも相対的

に脆弱な箇所（区間）をどのように認識し、それらでの減災対策等の充足度をどの

ように確認しているか、補足説明をお願いしたい。 

（２） 今計画で想定している具体的な堤防強化方式の説明、および、対越水型堤防を採用

しない（できない）理由について、補足説明をお願いしたい。 

（３） 全体の事業量バランス（例えば概算事業費）から、上流・支川でのこれだけの事業

が 20年間で優先的に必須なのか、十分理解できていない。整備流量として上下流

バランスを確認した点は評価しているので、事業量としてどうか、補足説明をお願
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いしたい。また、整備流量としては以前説明があった上流整備規模や上流整備目標

（第 37 回資料 2-5）との関連がわかるように補足説明をお願いしたい。 

（４） 第 3 節整備目標（ｐ37-38）での「当面」との記載が整備計画として適切かどうか。

整備計画期間内にある「当面」の次は何なのか。進捗して目標や方向を失う計画で

は困るので「当面」の意味について、補足説明をお願いしたい。 

（５） 20 年がもつ意味について。「早期に整備効果を得るため、 短の 20年に設定す

る」(P35)この意味は、20 年間で集中予算投下をして促進する、という意味なのか、

それともこの事業量はどうがんばっても 20年はかかる、という意味なのか。20年

間の意味合いが違ってくるので、補足説明をお願いしたい。示された概算事業費や

過去の事業進捗状況（堤防強化）などから考えると、計画内容をすべて実施するだ

けで十分 20 年間は要するのではないかと思われることから、整備計画の見直しを

初から織り込む余地などなく、ともかく必死になって 20年間これだけの事業必

達に邁進するという意気込みでやって頂かねば達成できない計画だと感じる。書い

たからには、しっかりやって頂きたい。 

（６） 環境２原則適応時の影響評価が部分的に甘い印象がある。必要に応じて検討委員会

の専門家からの評価やコメントを含めて補足説明をお願いしたい。 

以降は、質問ではなく情報提供依頼 

（７） 武庫川流域河川維持管理計画内容の紹介（提言で求めた計画なので少し丁寧に説明

頂きたい） 

（８） 県民モニターアンケート結果(P21)の紹介（web公開済みならＵＲＬ紹介） 

（９） 「防災ふれあい河川の整備」内容の紹介（すでに委員会既報告なら不要） 

（１０） 丹波地域の地域景観マスタープラン概要の紹介（すでに委員会既報告なら

不要） 

 

３、細かい修文提案 （2/24 版で表記修正） 
（１）＜p2 18 行＞千苅ダム・・新規ダムの建設は・・910m3/s の確保に向けた選択

肢であるが、→ 選択肢のひとつであるが  ひとつを挿入する。千苅ダム・

新規ダムだけが選択肢のすべてであるように読めてしまう。 
（２）＜p23 表 2.2.3＞既設の街中浸水深表示板（ex.阪神北県民局前の看板）も記載

してはどうか。 
（３）＜p25 22 行＞千苅ダムの洪水期ゲート全開運用の運用開始時期の明記 
（４）＜p28 終行＞武田尾峡谷のハイキング者数を書きこめないか。（峡谷の自然

環境調査結果の活用） 
（５）＜p29 2 行＞河川敷緑地が整備 → 河川敷緑地として整備 
（６）＜p30 22 行＞羽束川・波豆川流域水質保全協議会の説明箇所、・・・地域の

住民団体とともに → 住民組織（自治会やまちづくり協議会を意味するなら

これらは任意団体ではなく住民組織） 
（７）＜p32 終行＞大出水時のデータ採取不足の追記（提言までの検討時に大出水

時のデータ不足を課題として指摘した経緯から明記） 
（８）＜p33 21 行＞「戦後 大の洪水である昭和 36 年 6 月 27 日洪水と同規模の洪

水」の記述箇所。計算上、戦後 大の流量となる実績降雨、という意味が、正

しく理解できる表現に改められないか。昭和 36年当時の実績水位と混同され

る懸念はないか。 
（９）＜p39 9 行＞流域市等と連携して、住民の理解と → 森林所有者の理解 

森林の保全に必要なのは、森林所有者の理解（県民緑税の投入という点では更に

県民の理解）。森林所有者でない周辺住民の理解は望ましいが必須条件ではない。

も大変な「住民の理解」を気安く使うものではないのではないか。 
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（１０）＜p39 12 行＞減災対策には必ず方針の目標「想定を超える事態においても

第一に人的被害の回避・軽減を図ること、第二にライフライン等守るべき機能を

明確にして防御することにより県民生活や社会経済活動への深刻なダメージを回

避することを目標」を明記する。 
（１１）＜p53 表 4.1.3＞「河川整備計画の実施概要」表 4.1.3 中の整備計画「前期」

「後期」という記載を削除し目安の点線のみを記す。備考に明記のとおりわ

かりやすくするための記載であるならば、無用の混乱を生じさせる記載は避

けるべき。（整備計画の中がさらに計画上前期・後期の２段階に分割されて

いるように誤解される） 
（１２）＜p54 26 行＞保水・貯留機能の保全の項、「里山林の再生」は目的が異な

るので削除。 
県民緑税使用の里山防災林は妥当だが、「里山林の再生」は生物多様性の観

点で実施されるもの。（ここでいう里山林の再生は雑木林伐採管理を意味す

ると思われ、それならば保水・貯留機能の観点では逆の作用になる） 
（１３）＜p55 2行＞ p1 の「河川整備に際しては多様な生物の生活環境等に与える

影響を可能な限り回避･低減または代替できる環境保全措置を講じ、生物多様

性の保全に配慮すること」を明記。環境２原則の根底にある考え方なので。 
（１４）＜p59 7行、p60 16 行＞再生できない可能性があるので、その場合は、代

償措置 → ・・可能性があるので、代償措置・・ 「その場合は」を削除。 
再生できない可能性があるのだから代償措置は当然に採用する。また、日本

語としても意味不明。 
（１５）＜p62 18 行＞水質指標による調査の項、支川も含めて を挿入 

住民が関わりやすいのは支川。同時に簡単に水質が変化（悪化の方向に）するの

も支川。地域住民の参加で支川での水質悪化を早期にキャッチできるしくみも意

識して欲しい。 
（１６）＜p63 終行＞清掃の項に、現場レベルで懸案の、河川区域内のゴミ処理費

用のルール化を整理して明記。処理費用負担を市（公園区域）と土木事務所

（河川区域）で押し付け合われて困るのは武庫川である。 
（１７）＜p64 28 行＞モニタリングの項、・・必要なデータを蓄積していく。→ 

蓄積し、河川管理・河川計画に役立てる。行政のデータ収集は解析されない

ことが非常に多いので、当然であるが、明記する。 
（１８）＜推進計画 p7 22 行＞、ツール整備の項、・・活用方法について検討する→

検討し活用する。（行政の“検討する”は “検討するが活用しない”ことが

多いため） 
 
 

４、評価点と総括的な意見 

４．１ 評価点（原案で評価している点） 
（１） 整備目標に流量基準を採用したこと 

わかりにくく、かつ、採用モデル降雨で現状評価が変動する確率基準ではなく、

住民にわかりやすい流量基準に改めたこと。確率表現を用いると、大きな雨が

降るたびに整備進捗にもかかわらず安全度が低下する（今回の委員会での検討

の際に従来 1/17 と評価してきたものが 1/9 評価に低下した）という、非常識

な状況に陥る。委員会提言で採用したとおり、今後とも流量を目標の説明基準

に採用し、降雨確率を採用されないことを強く望む。 

（２） 実績降雨による 大を目標としたこと 
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実績降雨による 大流量（戦後 大流量）*を目標として採用したことで、整

備状況に対する理解がわかりやすくなった。架空の雨ではないことはわかりや

すさにとって重要。（*前提条件下の計算値） 

（３） 期間を 20年としたこと 

早期に治水上の現状課題を改善する強い決意と意思表示として評価する。20

年以内に整備計画を見直しするという意味なら評価しない。 

（４） 流下能力不足区間の直接的対策を優先課題と認識し対策を実施すること 

流下能力不足による相対的なリスクはいかなる洪水調節施設の効果発現でも補

えない。課題を常識的に捉え直し、真正面から対策を講じようとすること。 

（５） 確実にどのような降雨にも効果を発現する整備を 優先させたこと 

河床掘削と堤防強化はどのような降雨にも連続的に効果を発現する確実で直接

的対策である。「できることからする」方針への転換を評価する。なお、河床

掘削によって発現する治水効果と洪水調節施設で発現する治水効果は本質的に

異なることから、単純に効果量（流量）の合計値だけで両者の配分を議論する

ことは危険な方向の議論と認識している。 

（６） 下流部河床掘削の技術的課題に目処をつけ掘削方針を打ち出したこと 

橋梁が多く横断工作物の多い下流域での掘削に、従来の管理者は難色を示して

きた。方針を転換し、技術的課題に目処をつけ掘削方針を打ち出したことは、

河川技術として当然の選択とはいえ、その挑戦を評価する。 

（７） ダムの効果発現までのデメリットを正しく認識したこと 

ダムの効果発現は完成するまでゼロで、かつ効果発現まで時間を要するデメリ

ットがある。従来はダムが も早く効果を発現すると主張していたが、この点

を改め、現実的、常識的な正しい認識に改めたこと。 

（８） 流域対策（学校・公園・ため池貯留等）の本格的、全庁的な流域全体での

取り組み 

県市をまたがり、全庁的に流域対策に、流域全体で本格的に取り組むこと。 

（９） 減災対策の本格的、全庁、各市横断的な流域全体での取り組み 

流域全体での本格的な減災対策の記載と推進表明、各市を巻き込んだ武庫

川流域総合治水推進協議会（仮称）を設置すること 

（１０） 武庫川流域総合治水推進計画（仮称）を整備計画と一体的計画とするこ

と 

武庫川が特定都市河川浸水被害対策法の対象河川になれない現行法下で、

総合的な治水に根拠を持たせる 善の選択として評価 

（１１） 目標流量配分に流域対策分を内数で明記したこと 

流域対策による効果量の計画上の位置づけは、数値の多寡ではなく、位置

づける意義の大きさから、当初から問題視されてきた点である。整備計画

では、流域対策が目標流量を分担して担うものとして 30m3/s を明記。流域

対策に明確な位置づけを与えたことを評価。 

（１２） 流域対策の目標貯流量を市域別に推進計画（県原案）に明記したこと 

特定都市河川浸水被害対策法の流域水害対策計画に相当する内容として、

各市域別の目標貯流量を明記したこと。また、ポンプ施設の操作に関する

事項等他の事項についても、流域水害対策計画に相当する事項を検討し記

載していること。 

（１３） 本川流域全区間を整備計画対象としたこと 

工事実施基本計画では計画対象範囲外とされていた武田尾渓谷や武田尾地

区の範囲も含めて、全本川区間を対象とし連続範囲で計画を策定 

（１４） 上下流のバランス、本川－支川のバランスを統一基準でとったこと 
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課題となっていた上下流のバランスや、本川－支川のバランスを、戦後

大洪水での流量という統一された基準で、通した評価を行ったこと（過去

の過ちを繰り返さない） 

（１５） 環境２原則の本格的採用 

日本で初めての本格的採用。実効あるものとすることを期待する。 

（１６） 潮止堰の撤去と床止工撤去・改築 

特に潮止堰撤去は治水面、環境面の両方に効果をもたらす意義ある対策。

全国的に汽水域の喪失が課題となっており閉鎖性海域に注ぐ武庫川での汽

水域再生への挑戦は意義がある。潮止堰は、歴史的（時代的）役割を果た

し終えたと前向きに見なしたい。撤去するから意味がなかったのではなく、

建設当時にはそれなりの役割が期待されたが役割を果たした構造物は撤去

まで含めて人間社会が責任を追うと考えるべき。群馬県での日本初の治山

ダム撤去（2009 年）も、熊本県荒瀬ダム撤去（今後）も同様。後ろ向きの

評価からは、挑戦的事業である「使命を果たし終え自然環境への負荷を持

つ社会資本構造物の撤去」は進展しない。 

（１７） 堤防強化の全区間（14.4ｋｍ）での早期完成を明記 

堤防強化を築堤区間全区間 14.4ｋｍを対象として、10年程度で完成させる

ことを明言したこと。住民感覚からすれば常識的な判断であるが、これま

での未対応を考えれば画期的。越水対策には不満足であるが、個々の現場

での住民との合意形成には課題も想像されるので、ともかく早期に実施で

きることからやって頂きたい。 

（１８） 青野ダムの予備放流の拡大 

新技術を活用し、現時点で利水管理者と合意しうる目標量を探索したこ

とは評価。今後運用を柔軟に検討し、更に精度を高め、既存社会資本を

大限有効に活用されたい。 

（１９） 許可水利権への切替促進 
許可水利権への切替促進（p54）は是非とも推進して頂きたい。淡水をめぐ

る国際的紛争はすでに日本にも及んできつつあるよう（水利権目的での外

国資本による森林買収等）で、今後 20年間では淡水をめぐる状況は激変す

る可能性がある。こうした海外資本による買収など現行法の想定外の状況

には、慣行水利権のままでは十分対抗できない恐れがある。取水量や権利

内容の不明確さは課題としてすでに認識されているが、この点も課題認識

に加えて、行政は危機感を持って推進に取り組んで頂きたい。 

（２０） 河川維持管理の強化 

河道・堤防・護岸等の維持管理の重点化、特に下流域での維持管理は重要

であり「特に治水上の影響が大きい区間」を指定した明示的な管理は評価 

（２１） 洪水予報河川への指定 

新たに武庫川を洪水予報河川に指定することを明記している。水防法に基

づく指定だが河川を指定した洪水予報が出るため、住民にとっては格段に

情報量が増える。実効が期待でき、評価している。 

 

 

４．２ 総括的な意見 
 

意見の項で挙げたような不足点はあるものの、概ね、委員会提言を真正面から受

け止めて、真摯に検討を重ねて取り纏められた内容と評価しています。現行法制度

の枠組みを脱しきれないジレンマを感じないわけではありませんが、現行法制度の
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制度改革の役割は国の責務として更に提言するとして、兵庫県としては現在採用し

うる次善の策を採用することが現実的な整備計画策定であろうと現実的理解をして

います。 

 

私は、基本方針の審議開始時に「卑しくも河川技術者として武庫川を捉えること

のできる立場である河川管理者ならば、基本方針の記載事項を通じて、武庫川のあ

りかたへの「哲学」を語って頂きたい。それが河川計画という手続きが持つ、本当

の意味ではないのだろうか。」と問いました。また、方針への答申時には「武庫川

の河川整備計画の策定にあたっては、どのような方策を採用するとしても、とても

厳しい条件が付帯します。県は検討にあたって、易きに逃れずに、悩み、悩んで、

悩みぬいて頂きたいと思います。」と意見書にしました。 

原案に記載されている計画内容は、そのひとつひとつが、提言や委員会での意見

に対する県の回答だと受け止めています。「できることからする」には武庫川との

向き合い方、その姿勢と決意を読み取りました。 

 

原案は、ある意味では常識的な対策ばかりとも言えます。しかし、提言で求めた

ように常識的な対策が尽されていない武庫川でしたから、過去にとらわれず河川技

術者としてよく検討し作成された挑戦的な計画と評価しています。とりわけ、方針

転換した検討課題は検討過程を含めて評価します。 

一言で言えば、常識的内容だがそれゆえに画期的である、ということになります。

（旧来の河川計画が如何に“非常識”であったことか） 

 

しかし、流域住民の生命に関わる河川管理者としては、“川への哲学”に決定的

不足点を感じています。それが、成果目標の明記です。 

どんな超過洪水であっても壊滅的なダメージを回避すること。 

整備目標を定め（方針 4,690m3/s)それを達成することが、河川整備の果たすべき

目標ではありません。いかなる流量目標を持とうとも、起こりうる超過洪水時にも

壊滅的なダメージを回避することが果たすべき目標です。段階的な河川整備（ハー

ド整備）は、そのための重要であるけれどひとつの手段に過ぎません。 

 

武庫川では、人を死なせない、川を死なせない。 

その成果を目指す決意を明記して頂かねば、日本 大の二級河川・武庫川の計画

審議は終われません。  

 

 

以上 
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武庫川流域委員会 

 委員長 松本 誠 様 

 

意見書 武庫川水系河川整備計画原案について その２ 

 

2010 年 2月 25 日 

委員 中川芳江 

 

 

武庫川水系河川整備計画原案について、追加意見書を提出します。第 97回運営委員会

での論点整理のために要点のみの意見書として 2/17 提出済み意見書に加筆したものです。 

 

１、 意見と意図 
あふれることを認め「あふれる治水」（あるいは「あふれさせる治水」）を明記する。 

 

意見の意図 

原案では、整備目標を超える大雨が降れば超過洪水となり、現象として流域に水が

たまり水があふれる。原案はあふれる計画、正確には、あふれざるを得ない計画であ

る。あふれざるを得ないことは、河川管理者が責められることではなく、如何に必死

に高水処理をし流域全体の総合的な治水をしても、それでもあふれざるを得ない“事

実”として受け入れなければならない。それが、武庫川の現実である。しかし、それ

でも、流域で深刻なダメージを回避したい。回避するための努力をしたい。しなけれ

ばならないと考えている。なぜならば、「武庫川の想定氾濫区域内の人口や資産は、

全国の国管理河川の上位クラスと肩を並べており、その中でも下流部築堤区間の沿川

は、人口・資産が高度に集積している。そのため、ひとたび堤防が決壊し氾濫すると

甚大な被害が予想される。」からである。 

 

原案では、簡単な記載（p35）であふれることを示唆しているが、明確にあふれるこ

とを明記した計画にはなっていない。現実を踏まえて突き詰めて考えれば、「あふれ

ること」（あるいは「あふれさすこと」）を計画に意味を持って（位置づけをもっ

て）明記することが、深刻なダメージを回避することになる。「あふれること」を、

深刻なダメージを回避する意図を持って議論することなくして、真の意味の減災には

及ばない。原案のままでは、深刻なダメージを回避することを達成できない。 

 

原案の不足点は、あふれることを避けられないこと（整備目標値が低い、など）で

はなく、不可避のあふれる事実（超過洪水）に対して深刻なダメージを回避する視点

に立った計画に至っていない点である。 

 

明記するためには、あふれること・超過洪水を計画上どのように捉えるべきかの整

理と議論が必要であるため、以降に私の整理と意見を記す。 

これは理想論ではない。起こりうるダメージを回避するために、どこまでも現実を

見据えた意見である。真摯な議論を期待する。 
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２、 整備計画に超過洪水が含まれる意義 
 

 既に策定済みの武庫川水系河川整備基本方針において、超過洪水を計画に位置づけ

ている。具体的には、基本方針の目標として明記している。「一方、近年地球規模で

の気候変動に起因する集中豪雨や渇水の深刻化が懸念され、自然や気象に関する新た

な課題が指摘されている。そのため、想定を超える事態においても第一に人的被害の

回避・軽減を図ること、第二にライフライン等守るべき機能を明確にして防御するこ

とにより県民生活や社会経済活動への深刻なダメージを回避することを目標として、

総合的な治水対策及び安定した利水対策を推進する。」 

 武庫川水系において、「想定を超える事態においても」「人的被害の回避・軽減を

図ること」と「県民生活や社会経済活動への深刻なダメージを回避すること」は目標

である。従って、基本方針に即した策定が求められる整備計画においても、この目標

に即していなければならない。 

 旧法の工事実施基本計画では対象としなかった「想定を超える事態」つまり超過洪

水を基本方針で含めたことは、超過という概念を河川計画に取り込むことであり、河

川計画のありかたや河川計画の捉え方に新しい視点を取り込むことに他ならない。従

って、この新しい視点は、武庫川水系河川整備計画においても、具体的に示される必

要がある。 

 

３、 視点の違い－被害起点の視点へ 
 

 では、超過洪水は具体的にはどのような意味を持つのか。 

  

そもそも超過洪水は何のために考えなければならないのかを顧みれば、その理由は、

大雨（洪水）による被害を回避し軽減するためである。であるから、超過洪水を捉え

る視点は、洪水被害つまり水害の視点から捉える必要がある。 

 

社会の脆弱性が大雨を水害にする 

 よく指摘されるとおり、大雨（洪水）は自然現象であって、大雨によって引き起こ

される水害は社会現象である。無人地帯にどんなに大雨が降っても水害にはならず、

有人地帯に大雨が降ってもその影響を回避できれば水害にはならない。自然現象・大

雨は、自動的に社会現象・水害になるのではなく、「社会の脆弱性」の作用を経て、

大雨は水害になる。ここでいう社会の脆弱性とは、流域社会が備えている大雨に対す

る構造的、経済的、社会的なシステムがもつ弱さという意味で使っている。社会の脆

弱性は水害に対して大きな影響を持ち、決して無視できる要素ではない。従って、社

会の脆弱性を念頭においた河川計画を考えない限り、大雨（洪水）による被害（水

害）を回避し軽減することができない。 
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高水処理の視点と被害起点の視点 

 従来からの河川の整備目標を考える基本的論理となっている高水処理の考え方は、

大雨（洪水）の側からアプローチする視点である。ある規模の降雨を想定しその降雨

に対する流量を想定しそれに対する対策（河道対策、洪水調節施設等）を考えるとい

う考え方である。 

 一方、超過洪水を捉える視点は前述の通り、水害の視点から捉えることが求められ

る。この水害の側からアプローチする視点では、大雨の規模を想定せずに被害の程度

をイメージしそれを回避・低減する対策を考える。被害の程度とは、例えば人が死な

ないというようなもので、武庫川の基本方針を受ければ、武庫川でイメージする被害

は「人的被害」や「県民生活や社会経済活動への深刻なダメージ」である。 

水害の側からのアプローチでは、大雨の規模は関係がない。そもそも想定しないし、

してはいけない。想定を超えても回避・低減を目指すのであるから、想定自体が存在

してはならない。 

 

想定することの効用と限界 

大雨の側からのアプローチ（これを高水処理的発想と呼んでもよい）では、常にあ

る規模の降雨を想定することが前提である。ある規模を想定する考え方は、河川構造

物を設計する場合には必須であり、設計上の外力として（それが社会的にどのような

意味を持つものであっても）決めて与えなければ河川構造物が建造できない。このア

プローチは河川構造物を工学的に建造するためには必須で合理的なアプローチである。

河川管理者の先達はこのようにして、設計上の想定値として降雨規模を決めて河川構

造物を建造してきた。おかげで私達は、想定内における安全を享受している。 

 ところが、常に規模を想定するこのアプローチでは、規模を想定しないもの、して

はいけないものを取り扱うことができない。例えば、想定を越えた大雨で川があふれ

る、という事態を考える場合、「あふれる」ことを表現するために降雨規模（雨の規

模や降雨のパターンなど）を想定しなければあふれる量も面積も算出できない。想定

を超えた事態を考えるために想定を設けるという、非常識な状況（自己矛盾）に陥る。

さらに想定を設けてはいけないとなると、想定のないものは計算できず、表現ができ

ないために、次の段階となる対策を考えることができない。 

このように大雨の側からのアプローチでは、想定を超えるもの、想定のないものを

取り扱うことができない。これが、想定を必須とする大雨の側からのアプローチの限

界である。 

大雨 
（洪水） 

自然現象 

 
社会の脆弱性 水害 

社会現象 

図１：大雨、社会の脆弱性、水害の関係 
 
＊水害は、大雨の関数ではなく、大雨と社会の脆弱性を変数に持つ関数と見なすことができる 
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想定をしない効用 

一方、水害の側からアプローチすると、「あふれる」は、あふれた状況において

「人的被害」を回避するための対策をする出発点となる。武庫川の特に下流築堤区間

では、「あふれる」で喚起される具体的イメージは悲惨であり、近年他水系で発生し

ている超過洪水事例を考えれば、イメージすることは困難ではない。そうした状況に

対する対策を考えるためには大雨の想定値は何の関係もなく、どのようにして被害を

回避・低減するかという具体的手段と、その手段をどれだけ数多く用意し構築するこ

とができるかが主眼になる。この対応策は、計算して求められるものではなく、知恵

で創出するものである。 

つまり、水害の側からのアプローチでは、規模を想定しないもの、してはいけない

ものを取り扱うことができる。これは、被害起点の視点だからこそ、可能になる。 

超過洪水への対策を真正面から取り扱うためには、この水害の側からアプローチす

ることが必須である。 

 

おまけ的印象に留まる理由 

従来からこのような対策をソフト対策や減災対策と呼んできた。当委員会でも減災

対策検討会を設置して集中的に検討してきたのであり、そのこと自体は評価している。

しかし、検討会に強く力を入れてきた私にとっても、原案と推進計画のセットで見て

も減災対策は「おまけ的」な印象がぬぐえない。具体的には、減災対策が超過洪水の

リアリティと連続せず、減災対策として単独に存在するような印象である。あれだけ

検討してきたにもかかわらず、武庫川の水害で、「人的被害」や「県民生活や社会経

済活動への深刻なダメージ」を回避し低減するのだという強い印象を、なぜか受けな

い。減災対策が非常に重要であるとの認識を持っているはずであるのに、それが、な

ぜ超過洪水のリアリティと連続した対策に感じられないのだろうか。流域各市が主体

だとしても、県は本気で減災対策に取り組む決意があるはずなのに、それが希薄に感

じられるのはなぜなのか。 

おまけ的印象を与えるのは、高水処理的発想の中では超過洪水の表現が困難であり、

だから超過洪水と減災対策の連続性が見えなくなっているからではないだろうか。お

まけ的印象を与えてしまう根源的な理由は、原案における視点が大雨の側からのアプ

ローチ（高水処理的発想）に留まっているからではないかと思える。 

 

超過洪水の持つ意味 

 だから、河川計画で超過洪水を取り扱うということは、従来からの大雨の側からの

アプローチ（高水処理的発想）を転換して、被害を起点とする水害の側からのアプロ

ーチをも採用するという、河川計画の非常に大きな考え方の転換をする、ということ

である。 

これは、従来からのアプローチを捨てるという意味ではない。現に、原案では徹底

的に高水処理を追求した結果、河川対策での安全度向上策を提案している。今回の挑

戦的な高水処理の検討が無駄であったとは思わない。武庫川にもまだ高水処理で対応

できる余地があったわけで、現代の工学技術を駆使して挑戦できることはする価値が

あると理解している。高水処理で考えられる範囲においては、このアプローチは一定

の有効性を示している。 

これまでの困難さは、超過洪水を取り扱えないアプローチのみで無理やりそれを取

り扱おうとするところに起因する。 

要点は、それ以上の対策つまり超過洪水対策については 

① 従来のアプローチでは取扱い不能であることを明確に理解し 
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② 超過洪水対策のためには水害の側からのアプローチが必須で 

③ ゆえにその視点をも採用する 

ということを自他ともに自覚し明言する必要がある。 

超過という概念を河川計画に取り込むことは、それほどに重要なことである。 

 

４、 「あふれる治水」の本当の意味 
 

 住民から見れば、河川管理者（設計者）が設けた想定を超えようと超えなかろうと、

「あふれる」ことには何の変わりもない。段階的な整備目標を持つ整備計画はもちろ

ん、方針レベルの整備目標を１回で達成するほどの目標をもつ整備計画であっても、

その想定を超えれば、あふれざるを得ない。こうして、あふれざるを得ないその時に、

では、水を治めることを放棄してしまうのか。人的被害が発生することを無策なまま

見逃すのか。 

そうではない。 

あふれざるを得ないどんなに大雨の時でも、例えば人は死なないようにしようよ、

それが水を治める、治水の本質であるべきだと私は思う。 

 被害を起点に水害の側からのアプローチで見れば、「川はあふれるもの」。このア

プローチで見えてくる治水は、「あふれることから始まる治水」と表現してもよい。

一方、大雨の側からのアプローチで見れば、設定した想定（目標）まではあふれない

川を造る（そのように対策する）のであるから「川はあふれない」。このアプローチ

で提供される治水は、「あふれないことで完結する治水」と表現できる。大雨の側か

らのアプローチで見ている限り、川は「あふれる」とはどうしても言えない。だから、

あふれた時に水を治めることにどこか本気になれないのである。そして「あふれない

ことで完結する治水」のほうが、「あふれることから始まる治水」よりも格段に楽で

ある。なぜなら、ここまですればよいというレベルが明示できるからである。だから

「ダムは機能した。想定を超えた大雨だったので死者が出た」と説明できるのである。

「あふれないことで完結する治水」は想定を設けるからこそ免罪を求める。言葉は悪

いが、気楽である。 

 しかし、想定を超える大雨は必ず降る。その時に、川があふれても水を治めること

を絶対に放棄してはいけない。だから、あふれることから始まる治水すなわち「あふ

れる治水」を考えなければならないのである。 

 「あふれる治水」とは、河川対策・河道対策を怠けることではない。河川管理者の

責任を放棄することでもない。あふれざるを得ない現実の前で、それでも免罪を求め

ずに、川の中だけでなく流域に真正面から向き合えばこそ、あふれざるを得ないその

時に「人的被害」や「県民生活や社会経済活動への深刻なダメージ」を回避し低減す

るために、どうしても必要な現実的な発想なのである。裏返せば、あふれてもそれら

を回避し低減する対策をできる限り取るという決意と行動を前提にすれば、ひるむこ

となく「あふれる治水」と言うことができる。 

だから、「あふれる治水」とは、理想論ではない。極めて現実的なところからしか

生まれない発想である。「あふれる治水」は、悲観論でもない。積極的にしたたかに

水害に向き合うところからしか生まれない発想である。 

 巨大な洪水調節施設を建造するよりも、はるかに強い覚悟を持たなければ、「あふ

れる治水」を遂行することはできない。そして、武庫川流域は、その必要に強く迫ら

れているし、河川管理者兵庫県はその覚悟を持てるのではないだろうか。 

 そこまで河川管理者に求めないで欲しいと言うだろうか。しかし、河川管理者は、

現行法下で河川に対して絶対的で独占的な権限を有している。だからこそ求められる
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責任がある。 

 

なお、私がここで使う「あふれる治水」とは、あふれることを許容しなさい、と他

人事として軽く言うような意味ではない。どんな時でも、当事者住民はあふれたこと

を許容するとは言えないだろう。日常生活のすべてを泥だらけにして失わせるあの状

況・あの虚無感を、許容などと簡単に言えるものではない。あらゆることをしたけれ

ど無理だったという理解可能なしかたなさだけが、当事者の心に届くもののように私

には思える。 

 

５、 社会の脆弱性の克服のために 
 

 水害の側からのアプローチで見た時に初めて、あふれることから始まる治水が始め

られる。この視点で考え始めた時に、ようやく、社会の脆弱性を認識し、それを改善

する方策を検討し実施していくことができる。つまり、社会の脆弱性を克服する出発

点は、水害の側からのアプローチで捉えることができること、にある。大雨の側から

のアプローチで見ている限り川はあふれないのであるから、社会の脆弱性への問題意

識はなおざりなものに留まらざるを得ない。大雨という自然現象を、水害という社会

現象にする大きな要素－社会の脆弱性は、水害の側からのアプローチなしに克服でき

ない。 

 河川区域外の都市計画の範囲における対応は各基礎自治体の権限であり、兵庫県の

権限の及ぶ範囲にない。しかし、各流域基礎自治体が水害の側からのアプローチで捉

えられていないとすれば、各市にその視点を持って頂くための努力は河川管理者・兵

庫県の責務である。 

 その上で、誰が何を役割分担して担うのかは「誰が 何から 誰を どうやって 

まもるのか」（東大・沖大幹氏）で考えるとわかりやすい。例示的に記すと表１のよ

うになる。あふれる水からどうやって、が足りないようでは、特に、下流築堤区間の

住民をまもることなどできない。 

 

表１ 「誰が何から誰をどうやってまもるのか」 

誰が 何から 誰を どうやって まもるのか

県が 想定した降雨から 下流域住民を 河床掘削で 

県が あふれる水から 住民を ？ 

市が あふれる水から 住民を ？ 

母が 床上浸水から 寝たきりの祖母を ２階に移して 

私が 破堤決壊から 自宅と家族と自分を 移り住むことで 

・・・    

 

 

まもる 

 

 

６、 水の理、人の管理 
 

残された「あふれる」 

酒井秀幸委員から、大雨がふればあふれる、その原点に返らなければならないと何

度も指摘されている。この問題意識は超過洪水そのものであり、これを整理すると水

の 理
ことわり

と人の管理に整理できる。 
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表２ 水の理と人の管理 

水の理 

（水が・・・・） 

人の管理 

（水を・・・・） 

たまる  

水田に 

ため池に 

校庭に 

公園に 

空き地に 

駐車場に 

屋上に 

「自然にできる遊水地」 

・・・・ 

ためる ダムに 

遊水地に 

流れる （堀込）河道を 流す H.W.L.以下の堤防以下を 

河床掘削で 

あふれる 至る所に あふれさ

す 

（どこに？） 

（昔の技術例：霞提、堤防高の

右左岸差、野越、など） 

乗り越える 堤防を 乗り越え

させる 

越流提 

 

たまる、流れる、あふれる、乗り越えるのは水の理（自然の摂理）で、これらに対

して、人間が意図的に意識して管理するのが、ためる、流す、あふれさす、乗り越え

させるになる。人の管理の列に属する現象は、大雨の側からのアプローチで取扱い可

能であり、従来から河川計画に包含されてきた範囲が、ためると流すである。乗り越

えさせるは、いわゆる対越水の堤防の話題で、堤防を意図的に乗り越えさせよう（越

水）とすれば、その堤防の構造設計のためには、ある外力（越流水深と継続時間）の

想定が必要である（どんな越水にも耐えられる、つまり外力が無限大となるような設

計はできない）。 

今回の総合的な治水対策として採用しているため池・校庭・公園等の流出抑制対策

も、水の理としてたまるものを、想定の上で人の管理の列に組み入れた努力である。 

このように整理して見れば、これまでの議論が、常に水の理と人の管理の狭間でせ

めぎあってきたことがよくわかる。原案では、委員会提言で求めてきた総合的な治水

対策を、想定を持てるものはためるに割り当て、数値化できない流域対策（例えば森

林、水田）は「付加的な流出抑制効果」との表現でたまるの位置のまま超過洪水への

対応として位置づけている。このことはもちろん大きな前進である。しかし、これは

まだ高水処理的発想、規模を想定する大雨の側からのアプローチで取り込める範囲の

対応である。 

原案で、規模を想定しない被害起点の水害の側からのアプローチに近づいたものが

ある。堤防の H.W.L.以上の強化である。これは「乗り越えさせる」ではなく「乗り越

える」に近い。提言で求めたように、水が堤防を乗り越えても、決壊が起こりにくく

するための堤防強化を施して粘り強く壊れにくい堤防を指向することは可能であり、

それに向けた取り組みの第一歩といえるだろう。また、堀込河道区間において「河道

満杯で流れる」ことを計画として辛うじて位置づけたことは（決して、余裕高を持っ

て「流す」ではないが「流れる」）、規模を想定する大雨の側からのアプローチの領

｝総合的な治水の流出抑制対策 
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域から水の理にわずかに近寄ったとも言える。 

原案は、あくまでも人の管理中心であるが少しは水の理に近寄ってきているように

も見える。しかし、残されているのが、あふれる、である。原案において、あふれ

る・あふれさす、だけが計画において明確な位置付けを持たされていない。 

超過洪水の要であるあふれるは、一体どこにどのように位置づけられるべきなのか。 

 

武庫川での議論、遡ればそもそも武庫川にダムをつくるべきか、という議論も、人

の管理の領域で閉じた治水を考えようとする側（主に河川管理者）と、水の理の領域

も含めて拓いていく治水を考えようとする側との間の、応酬と対話である。長い長い

対話によって、少しはその狭間は埋められてきたのだろうか。 

この狭間を際立たせてきた概念が、超過であり超過洪水である。だから、整備計画

に向けた 後の対話の話題が、超過洪水そのものの「あふれる」であることは相応し

い。 

  

あふれさす治水について 

あふれさすは、かつては水の治め方として採用されていた。武庫川でも大正時代の

河川改修までは仁川から上流には連続提が築かれず、あふれさす治水に近い形が存在

していたが、現代において新たに検討するにはその議論さえ難しい。しかし、氾濫想

定区域内に二級河川として日本 大の人口・資産を抱える武庫川においては、将来的

に例え洪水調節施設を設けたとしても、戦略的にあふれさすことを考えざるを得ない

かもしれない。とはいえこれまでこの議論をしてこなかった武庫川流域において、今

からの議論では今次の整備計画には到底間に合わない。あふれさす議論は次期整備計

画を目指した議論を始めること程度が現実的であろう。 

現時点で 低限考えておくべきことは、無自覚なままに結果としてあふれさす箇所

（区間）が存在しないことの確認である。２０００年の東海豪雨で新川流域の住民が

経験したような、超過洪水であっても知っていれば備えることができた、という致命

的な水害は防がねばならない。 

 

７、 結論―あふれる治水を 
 

超過洪水に対する減災対策の個々の具体策をひねり出すために、責任を持って共に

悩み、考え、方策を提案してきたとささやかに自負している。減災対策検討会で集中

的に検討したことで少しは具体的になり、不十分ではあるがようやく具体的な減災対

策を手にすることができつつある。 

しかし、足りない。これで、「人的被害」や「県民生活や社会経済活動への深刻な

ダメージ」を回避し低減することができるか、と問えば、胸を張れない。 

手段が見えてきているのに、そこに込められるべき何かが足りないのである。 

胸を張って、減災対策が三本柱だと言うためには、自覚的、明示的に、アプローチ

を転換したことを示し、あふれることを明確に位置づけ、河川管理者自身が得心して

頂かねばならない。 

 

あふれることを認め「あふれる治水」を明記する。 

 

このことが持つ意義は、武庫川流域にとって限りなく重たい。 

 

以上 
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平成 22 年 2 月 15 日 
武庫川流域委員会事務局 御中 

山仲晃実 
 

武庫川水系河川整備計画（原案）に対する意見 
 

論点の整理項目⑦ その他 
山仲の意見 
１．武庫川水系河川整備計画（原案）には降雨に関する記述が各所で記載されている。そ

の記載に誤りはないのだろうがダムや利水を論じた個所と治水を論じた個所の降雨に関

する記述が紛らわしい。 
  前者の場合には「 近の少雨化傾向」とあり雨量が少ない事を述べている。（P2 参照） 

後者の場合には「地球温暖化による集中豪雨が多発」という表現があり、これは直接的

には雨量にふれていないが、雨量が多いというイメージの表現と理解するのが普通であ

る。これでは読者は雨量が多いのか少ないのか理解ができないと考える。（P3，P6，P21 
参照） 

  読者は P26 まで読み進み、はじめて集中豪雨は多くなっているが降雨量は少なくなっ

てきていることが分かる記述に出会うので 終的には理解ができるのであるが、降雨量

は洪水のもとになるものであるからもう少し記述に工夫が必要だと思う。 
  P6 の「気候・気象」の欄で武庫川水系としての降雨について分かりやすく、その特性

を記述しては如何でしょう。 
                                     （以上） 
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